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は
令
和
２
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〜
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３
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「
牧
之
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市
農
業
委
員
会
委
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」
と
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牧
之
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市
農
地
利
用
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適
化
推
進
委
員
」
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薦
と
募
集
を
実
施
し
ま
す

問
い
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わ
せ　

牧
之
原
市
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委
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事
務
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産
課
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牧之原市役所　

▲

榛原庁舎☎㉓0001

▲

相良庁舎☎532600　ホームページ　https://www.city.makinohara.shizuoka.jp

総合福祉センターさざんか☎㉓0071　　榛原文化センター☎㉓0002　　相良総合センターい～ら☎525544
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補助金名 補助内容 補助率 補助対象 限度額

飲料水タン
ク設置普及
事業費補助
金

非常用飲料水
を確保するた
めに、飲料水
の備蓄可能な
貯水槽などを
設置する人に
対しての補助

１/２

［住宅］
市内に建築された、個人の所有する居住を目的
とした建物
［飲料水タンク］
ステンレス製で水道事業管理者が承認する飲
料水の備蓄可能な貯水槽など

15万円
（１基あたり）

防災ベッド
普及事業費
補助金

住宅の倒壊か
ら自らの生
命を守るため
に開発された
ベッドなどを
購入する人に
対しての補助

１/２

［住宅］
●昭和56年５月以前に建築した旧建築基準の
　木造住宅
●静岡県の実施する木造住宅の耐震化プロ　
ジェクト「TOUKAI-0  わが家の専門家診断」

　による総合評点が1.0未満のもの
［防災ベッド］
平成14年度に静岡県が開発したものをいう

10万円
（１基あたり）

家庭内家具
等転倒防止
器具取付
サービス事
業

65歳以上の高
齢者のみの世
帯に対して、
家庭内家具等
転倒防止器具
取付けサービ
スを利用する
人に対しての
補助

－

［世帯］
牧之原市内に住所を有する65歳以上の高齢者
のみの世帯など
［家具等］
タンス、食器棚、冷蔵庫など
［取付台数・回数］
1 世帯当たり５台まで（１世帯当たり 1回限り）

家具１台に
つき４千円
（１世帯あたり）

耐震シェル
ター整備事
業費補助金

住宅内に耐震
シェルターを
設置する人に
対しての補助

１/２

［住宅］
昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅
で、耐震診断における評点が1.0未満であると
判定された住宅

25万円

感震ブレー
カー等設置
事業費補助
金

感震ブレー
カー等を設置
する人に対し
ての補助

２/３

［対象者］
いずれかの条件を満たすもの
●市内に住宅を所有し、または居住している
　個人で、当該住宅に感震ブレーカー等を設
　置しようとする人
●市内に戸建住宅を新築する個人で、当該住宅
　に感震ブレーカー等を設置しようとする人
［対象機器の規格］
一般社団法人日本配線システム工業会が定め
る規格で、感震機能付住宅用分電盤（JWDS0007
付２）の構造および機能を有するもの

５万円

＊新築一律
１万円

大規模災害に備え、自宅の耐震化や家屋内の防災対策が重要です。
市では、個人が防災対策を進める上で、次のような補助金を用意しています。

［申請方法］
　●申請書および必要書類を防災課（市役所榛原庁舎４階）に提出する。
　　（申請書は市ホームページからダウンロードできます）
　●申請書の提出は、必ず購入または工事の発注前としてください。
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７
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薦
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①
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薦
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②
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③
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受
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②
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③
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④
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薦
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５
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３
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て
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ペ
ー
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く
だ
さ
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。

情報の公表

農業委員会等に関する法律施行規則の規定
により、推薦・募集期間の中間および期間
終了後に市ホームページなどで情報を公表
します（「推薦を受ける人または募集に応
募した人の氏名、職業、年齢、性別、農業
経営の状況」「推薦をする人の氏名、職業、
年齢、性別」「推薦または応募の理由」など）。
＊詳細は市ホームページに記載。

申込方法・提出先

窓口や市ホームページに備える様式に必要
事項を記入の上、添付書類とともに期限ま
でに郵送（必着）または持参（平日午前８
時15分～午後５時）により提出。＊推薦
および応募に係る書類は返却しません。
〒421-0592　牧之原市相良275番地
　牧之原市役所
　牧之原市農業委員会事務局
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